
 

 

平成 27 年７月 10 日 

復 興 庁 

 

まちなか再生計画の認定について 

 

宮城県石巻市から申請があった「まちなか再生計画」について、７月 10日に

認定します。 

本計画の認定後、まちづくり会社が、計画に位置づけられた中心市街地付近

に、商業施設「コミュニティテラス」を、商業施設等復興整備補助金※を活用し

て整備します（平成 28年３月開業予定）。 

 

（計画の概要） 

・石巻市の中心市街地に、市街地再開発事業等を活用して集合住宅と商業

施設等の複合施設を複数箇所整備し、その周辺に公共施設等を集約。集

客とにぎわいを創出。 

・本計画の認定後は、まず、石巻駅から徒歩８分程のところに、まちづく

り会社であるコミュニティカンパニー株式会社（仮称）が商業施設「コミュ

ニティテラス」を整備、今年度中の開業を予定。 

・コミュニティテラスは、集合住宅の１～２階に整備。被災事業者が経営

するコンビニ、美容院、カフェなど８店舗が入居予定。周辺住民の生活

拠点として機能。 

 

（参考） 

・ まちなか再生計画は、被災地域の中心市街地において、被災事業者が共同で入居す

る商業施設整備の概要を定めるとともに、公共施設等の整備、来街者導線の確保など

周辺のまちづくりを一体に進めるための計画です。これに位置付けられた商業施設等

の整備は、商業施設等復興整備補助金の申請ができます。  

・ なお、被災地の現場での商店街復興を後押しするため、まちなか再生計画、商業施

設等復興整備補助金など各種の商店街復興施策について、その活用方法、Q＆A などを

『商店街復興必携資料集』としてとりまとめ、今月から復興庁 HPに掲載しております。

特に、商業施設整備については、賃料水準や建築単価から事業収支計画、資金計画を

シミュレーションするソフトを掲載しております。 

          

 
※ 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金のうちの商業施設等復興整備事業。平成 25 年度補正予算

で創設。同補助金は、平成 26 年 1 月に住宅再建・復興まちづくりの加速化のためのタスクフォースが取りまと

めた商業集積・商店街再生加速化パッケージの中の主要施策。 
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